




京大英文学会定款

第 1条 本会は京大英文学会と称する。

第 2条 本会は本部を京都大学文学研究科内に置く。

第 3条 本会は英語学英米文学の研究とその普及を目的とする。

第 4条 本会は上記の目的を達するため下記の事業を行う。

1 年次大会の開催。

2 機関誌 Albionの発行。

3 研究会，講演会，その他上記の目的を達するのに適した事業。

第 5条 本会は京都大学文学部英語学英文学・アメリカ文学専修 (及び旧制度による

専攻) 卒業生，同大学院文学研究科英語学英米文学専修 (及び旧制度による

専攻) 修士課程在籍者・修了者，博士後期課程在籍者・単位修得者・研究指

導認定退学者，ならびに同文学研究科英語学英米文学専修教官，その他評議

員会において特に認めた者を会員とする。

第 6条 本会に下記の役員を置く。

会 長 1名

評議員 約 15名 運営委員 若干名

会計委員 1名 監事 2名

会長は本会を代表し，会務を統轄する。

評議員は本会に関する基本的事項を審議し決定する。

運営委員は会長を助けて，会務を計画し，実行する。

会計委員は会全般の会計をつかさどる。

監事は会計を監査する。

第 7 条 会員は会誌 Albionに論文または書評を投稿し，年次大会における研究発表を

申込むことができる。

第 8条 投稿及び研究発表申込は，会員の中から会長が委嘱した委員が審査し，採否

を決定する。

第 9 条 本会の会費は別に定める。

内規 (第 6条付則)

1．会長は，評議員会において選出し，総会において決定する。

2．評議員は，会長の委嘱による。任期は 2年，但し重任を妨げない。

3．運営委員，会計委員及び監事は評議員会において選出の上，委嘱する。

(運営委員及び会計委員は容易に本部に参集し得る者が望ましい。)

本会の会費は，普通会費年額 4,000円，特別会費同 2,000円とする。

ただし，特別会費とは，学部卒業後満 20 年以上の会員中の有志が，普通会費に

加えて負担するものをいう。
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